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アイコン説明

補　 助　 金 対象経費の一部を補助します。

各 種 支 援 区が実施するイベントへの参加や各種支援を受けることがで
きます。

専 門 家 支 援 各分野の専門家や大学の教員などから相談、技術指導などを
受けることができます。

講座・セミナー 各種セミナーや連続講座を開催します。

補助率・
限度額アップ 経営革新計画取得企業等に対する優遇

中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画書を作成し、東京都知事の承認を得た企業等の
場合、このマークのある補助制度では補助率や限度額の上乗せ等の優遇措置があります。
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令和 6 年度　企業支援メニューのご紹介 創業したい

事務所等賃料補助 産業活性化係
区内で事務所などを借りて起業・創業する方に、その事務所などの賃料を最長２年間補助します。
補助対象者は公募の上、審査（書類審査及び面接審査）により決定します。
　公 募 時 期：４月、１０月（年度内２回）
　補助限度額：１年目５万円・２年目３万円（月額）
　補 助 件 数：各回５件程度

◉補助対象者には、必要に応じて経営相談や経営指導を行います。
◉補助終了後も５年以上、補助対象の事務所等において継続して事業を行う必要があります。

クラウドファンディング活用補助 産業活性化係

地域産業活性化パートナーの支援を受けた場合は補助率・補助限度額が上乗せされます。
補 助 率：手数料の 2/3・限度額 30 万円

荒川区ビジネスプランコンテスト 産業活性化係

創業相談 産業活性化係
創業支援の経験豊富な中小企業診断士が、起業・創業に関する手続きや事業計画の立て方、資金調達
等の相談にお応えします。

例えば・・・こんな相談にお応えしています !
　①起業・創業をしたいけれど、何から始めたらよいか ?
　②事業を開始する際に必要な官公庁への届出は ?
　③創業資金の調達、融資を受けるにはどうしたらよいか ?
　利 用 料：無料
　相談日時：平日 ( 月曜〜金曜 )9:30 〜 17:15　1 回 1 時間程度（事前予約優先）
　相談場所：荒川区役所 6 階 経営支援課
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区の地域資源の活用や地域課題の解決が期待できるビジネスプランを募集し、優秀なプランを表彰す
るコンテストを 2 年に 1 度開催しています。今年度は、令和７年度に開催予定のビジネスプランコン
テストに向け、事業計画書の作成やアイデアを形にするためのセミナーを行います。
　【アントレプレナーセミナー・事業アイデアレベルアップセミナー】
　対 象：創業予定者又は創業後概ね５年以内の個人、法人、団体
　　　　　　 　新分野進出や新事業展開（以下「新分野進出等」）を予定している又は
　　　　　　 　新分野進出等の後概ね５年以内の個人、法人、団体
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

クラウドファンディングサービスを利用した際に、サービス運営事業者に支払う手数料の一部を補助
します。
　補 助 率：手数料の 1/2
　補助限度額：20 万円
　利 用 回 数：１企業あたり年度内１回まで
　申 請 受 付：全てのリターンが完了した日から 3 か月以内

空家利活用創業賃料補助 産業活性化係
区内の空家を活用して創業する方に、その空家の賃料を最長２年間補助します。
　対 象：「荒川区空家利活用事業補助金」（改修補助）を利用して改修した空家を活用して
　　　　　　 　新規事業を行う中小企業者
　　　　　　 　法人登記、開業の届出又は新事業展開から５年未満の法人又は個人
　補助限度額：１年目５万円・２年目３万円（月額）
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創業したい

創業支援セミナー 産業活性化係
区内で起業・創業を志す方を対象に創業支援セミナーを開催し、必要な知識やノウハウを講義します。
基礎的な「スタートアップ」と特定テーマを深く学ぶ「アドバンス」の 2 つのコースがあります。
　参 加 費：無料
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」などでお知らせします。

起業家交流会 産業活性化係
起業家マインドの醸成や起業家同士のネットワークづくりを目的に、先輩起業家の講演やビジネスマッ
チングの場を提供する交流会を、豊島区・北区と合同で開催します。
　対 象：起業に関心がある方、起業して概ね 5 年以内の方
　参 加 費：無料
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」などでお知らせします。

創業支援施設「イデタチ東京」 産業活性化係
ファッション関連産業で起業を目指す人やビジネスを成功させていこうとする事業者が、継続的に成
長可能なファッションビジネスを行えるよう、ビジネスのノウハウやビジネスマッチングの機会を提
供し、日暮里から羽ばたく起業家や事業者を輩出します。
　オ フ ィ ス：個室オフィス（4 室）、シェアオフィス（5 席）
　料 金：個室オフィス 50,000 円、シェアオフィス 10,000 円（月額・共益費込）
　使 用 期 間：最⻑ 3 年間
　支 援 内 容：インキュベーションマネージャーによる起業・経営支援、メンター陣による実践的な

アドバイス、ファッションセミナーの受講 等
　所 在 地：荒川区東日暮里 6 丁目 17 番 6 号 ふらっとにっぽり 5 階
　※詳細は、イデタチ東京ホームページ（https://idetachi.com）を参照してください。

創業支援コワーキングスペース「ツムギバ」 産業活性化係
「ふらっとにっぽり」3 階のスペースを活用した無料のコワーキングスペースです。
会員登録で、創業に関する定期イベント参加やコーディネータからのサポートを受けられます。
　利  用  料：無料
　開 設 日 時：原則 毎週月水金曜日 10:00 〜 17:00
　所 在 地：荒川区東日暮里 6 丁目 17 番 6 号 ふらっとにっぽり 3 階
　※詳細は、ツムギバホームページ（https://tsumugiba.com）を参照してください。

U ２５向け起業セミナー 産業活性化係
大学生を中心とする若い世代の方を対象に、起業の基礎や起業マインドを学ぶセミナーを開催します。
　対 象：概ね 25 歳以下の方
　参 加 費：無料
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」などでお知らせします。
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人材を育成 ･ 確保したい創業したい

セミナー・研修受講補助 経営支援係
区の指定する公的機関が主催する研修・講習等の受講料や企業内研修を行う際の経費の一部を補助し
ます。
　補 助 率：対象経費の 1/2
　補助限度額：３万円（社員等が会場やインターネットで受講の場合）

10 万円（企業内研修を実施する場合）
　申 請 受 付：随時（事後申請）

中小企業退職金共済加入助成 経営支援係
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」へ新たに加入した場合に、
掛金の一部を補助します。
　補 助 対 象：常時雇用する従業員の数が４人以下の事業主
　補 助 額：加入月から１２か月の掛金相当額の 1/2・１名につき２万円上限
　申 請 受 付：中小企業退職金共済制度への加入後２年以内

人材確保・雇用相談 就労支援係
人材確保コーディネータが、若手後継人材等の採用に向けて、求人票の作成支援やアドバイス、企業
見学会や就職面接会の企画、採用後の合同研修、労働法セミナー等、募集から人材採用・定着に至る
までの一貫した採用活動をお手伝いします。
また、内職求人の受付・あっせんや各種情報提供を行っています。

事業者向けＩＣＴ活用セミナー 産業活性化係
区内事業者を対象にＩＣＴをマーケティングや経営基盤強化に活用する手法をわかりやすく講義します。
　参　加　費：無料
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

あらかわ経営塾 経営支援係
中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の取得や、自社の強み・経営課題を見つめ直すため
の講座です。グループ演習・個別指導等により専任講師が課題解決に向けて丁寧に指導します。
　参　加　費：無料
　受 講 期 間：１年間（通算 10 回程度）
　申 込 受 付：令和 6 年 6 月頃

◉経営革新計画の承認（取得）を受けると区の一部補助事業において補助率・限度額が
　上乗せされるほか、低利融資等の支援策を受けることができます。

高度産業人材育成支援 産業活性化係
業務の履行に必要な技術、技能、知能等を習得させることを目的に従業者等を大学等に入学させ、
修学させる際に要する必要経費の一部を補助します。
　補  助  額：対象経費の１/ ２・限度額 30 万円
　補助対象経費：①入学金 ②授業料
　対象大学等：荒川区と連携協定を締結している以下大学等

山形大学、東京都立大学、東京都立産業技術高等専門学校、東京都立産業技術大学院大学、
東京電機大学、東洋大学
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サイバーセキュリティ対策セミナー 産業活性化係
区内事業者を対象にサイバー攻撃の現状と対応策をわかりやすく講義します。
　参　加　費：無料
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

事業承継セミナー 経営支援係
区内事業者等を対象に、事業承継の心構えや取り組み方、支援制度の活用方法等について、事例に基
づいてわかりやすく講義します。
　参　加　費：無料　
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

日暮里経営セミナー 経営支援係
国の中小企業支援の専門機関である（独）中小企業基盤整備機構関東本部との連携により、経営戦略
や人材育成等、中小企業者向けの経営セミナーを開催します。
　参　加　費：無料　
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

後継者塾（ネクストリーダー承継塾） 経営支援係
区内事業者の後継者やその候補者等を対象に、経営者になるための資質や経営戦略、財務の視点等を
学ぶことができる講座です。座学だけではなく、受講者同士のディスカッションを行うため、次期代
表者同士の横のつながりを育むことができます。
　参　加　費：無料
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

SDGs 活用経営セミナー 経営支援係
区内事業者等を対象に、SDGs の基礎知識とともに、企業価値の向上に向けた SDGs 経営の活用手
法等についてわかりやすく講義します。
　参　加　費：無料　
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

簡易版 BCP 作成ワークショップ 経営支援係
被災後の事業活動再開の指針である BCP（事業継続計画）の最初の一歩として、簡易版 BCP につい
て、 ワークショップ形式でわかりやすく作成します。
　参　加　費：無料　
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

人材を育成 ･ 確保したい
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製造業等企業価値向上支援 経営支援係・産業活性化係

商業・サービス業活力創出支援 商業振興係
区内で 3 年以上事業を営んできた商業・サービス業の中小企業者が、社会構造の変革又は市場環境の変
化に対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の設置に対し、
対象経費の一部を補助します。

◉申請時に、補助メニューに沿った専門家による経営アドバイスを受ける必要があります。

　申 請 受 付：①は各月 1 日から 15 日まで、②③④は随時（事前申請）。詳細は「荒川区ホームページ」
及び「荒川区製造業等企業価値向上支援事業パンフレット」をご覧ください。

対象者 補助率 限度額 補助対象経費

中小企業者

1/4 100 万円 5 万円以上（税抜）の設備・備品・IT ツール

1/2 100 万円
5 万円以上（税抜）の新たな商品・サービスの開発、
販路開拓、マーケティング活動に係る経費

　申 請 受 付：設備等を設置する約 3 週間前まで（事前申請）。詳細は「荒川区ホームページ」、及び
「荒川区商業・サービス業活力創出支援事業パンフレット」等をご覧ください。

◉ 申請時に、専門家による補助対象メニューに沿っちた経営アドバイスを受ける必要があります。
◉ 区内に本社を有する事業者から設備等を購入する場合は、２回目の申請ができます。
　 （補助限度額は 1 回目と２回目合わせて１００万円まで）

製造業・建設業・運輸業等に係る事業を、区内で 3 年以上営んできた中小企業者が労働生産性の向上
等につながる設備等を設置する際に、対象経費の一部を補助します。（以下の４種類のメニューがあり
ます。）

　①生産性向上設備投資補助（生産・販売活動等により収益を得るために必要な設備で、計画期間 3 年で年平均 1%
　　以上の労働生産性を向上させるために必要なもの）
　②ダイバーシティ経営推進補助（女性やシニア等が働きやすい職場環境を整備するために必要な設備）
　③ ICT 導入補助（販売力強化システム及び会計・人事・総務システム等の構築、テレワーク用 PC リース費等）
　④ BCP 実践設備投資補助（公社 BCP 助成金交付要綱による助成対象事業として規定する設備等）

対象者 補助率 限度額 補助対象経費
①

中小企業者 1/4 100 万円

20 万円以上の設備

② 20 万円以上の環境整備
（女性専用更衣室・トイレの整備、段差解消、手すりの設置等）

③ 5 万円以上の初期導入経費

④ 10 万円以上の設備

◉小規模企業者が行う設備等の導入は補助率が 1/3 となります。
◉経営革新計画の承認、先端設備等導入計画の認定等を受けた補助対象者で、計画に沿っ

た設備等を導入する場合は補助率及び補助限度額が上乗せされます。
　補 助 額：補助対象経費の 1/3、限度額：300 万円

経営基盤を強化したい人材を育成 ･ 確保したい



経営基盤を強化したい
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中小企業倒産防止共済加入助成 経営支援係
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）制度」
へ新たに加入した場合に、掛金の一部を補助します。
　補 助 率：加入月から 6 か月の掛金相当額の 1/2
　補助限度額：月額 2 万円（6 か月間で最大 12 万円）
　申 請 受 付：中小企業倒産防止共済への加入後 6 か月以内

令和 6 年 10 月 31 日までに加入した分。11 月 1 日以降に加入した場合は、翌年度
に申請を受付（ただし、予算措置が行われた場合のみ）。

小規模企業共済加入助成 経営支援係
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「小規模企業共済」へ新たに加入した場合に、
掛金の一部を補助します。
　補 助 率：加入月から 6 か月の掛金相当額の 1/2
　補助限度額：月額 1 万円（6 か月間で最大 6 万円）
　申 請 受 付：小規模企業共済制度への加入後 6 か月以内

令和 6 年 10 月 31 日までに加入した分。11 月 1 日以降に加入した場合は、翌年度
に申請を受付（ただし、予算措置が行われた場合のみ）。

工場建替え家賃補助 経営支援係
老朽化等による工場建替えに際して民間賃貸工場を使用した場合、家賃の一部を補助します。
　補 助 率：補助対象経費の 1/3
　補助限度額：月額 10 万円× 12 か月

モノづくり企業地域共生推進補助 経営支援係

区内での事業継続の意向があり、操業環境等の改善等を希望するモノづくり企業に対して、改善等に
必要な対象経費の一部を補助します。以下の 3 種類のメニューがあります。

◉年度をまたがる場合は、各年度毎の申請が必要です。

事業種類 事業内容 補助率 上限額
① 操業環境改善 防臭、防音、防振のための設備の改修等

3/4 　　375 万円
② 住民受入環境整備 緑道やオープンスペースの整備等

③

耐震補強

耐震診断や耐震工事等 2/3

計 1,400 万円

診断 200 万円

設計 400 万円

工事 800 万円
◉ 同一年度に利用できる補助は、操業環境改善、住民受入環境整備、耐震補強のいずれかひとつです。
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GX 経営推進支援 経営支援係・商業振興係

事業承継促進支援補助 経営支援係
区内で５年以上事業を営んできた中小企業者が、事業承継を契機とする設備の更新や競争力強化のため
の設備導入、既存事業の廃業手続きを行う際に、対象経費の一部を補助します。
　①事業継続化型（事業承継を３年以内に予定又は実施後３年以内の事業者が対象）
　②事業引継型（既存事業の引継ぎ等を伴う場合のみが対象）

◉申請時に、専門家による設備の確認及び経営アドバイスを受ける必要があります。

　申 請 受 付：詳細は「荒川区ホームページ」をご覧ください。

◉ 申請時までに、専門家による訪問相談を受ける必要があります。
◉ 事業継続化型の場合、補助金交付後５年以上区内で操業する予定であることが必要です。

区内で 3 年以上事業を営んできた中小企業者が競争力強化及びコスト低減につながる設備等を設置す
る際に、対象経費の一部を補助します。（以下の 6 種類の設備が対象です。）
　①生産、販売等事業活動に必要な設備
　②空調設備
　③照明設備
　④小型ボイラー設備
　⑤再生可能エネルギー設備
　⑥蓄電池
　※いずれも補助対象経費は 20 万円以上の設備等

対象者 補助率 限度額 補助対象経費

①
中小企業者 1/2

100 万円※ 20 万円以上の設備等

② 50 万円 登記申請手続きに伴う専門家に支払う申請資料作成費、
在庫処分費、建物解体や設備機器等処分費等

※製造業、建設業、運輸業その他の業種（卸売業、サービス業・ 小売業を除く）の事業者は限度額が 200 万円と
　なります。

対象者 補助率 限度額 補助対象経費

①

中小企業者 1/2 100 万円※

既存設備と同等以上の能力を有する設備に更新するものであって、新規
設備が、既存設備比でエネルギー使用量の削減が 10% 以上見込まれる
もの又は既存設備の発売から 10 年以上経過した後に発売されたもの。
※パソコン等汎用的に利用できるものは対象外

② 東京都「都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導
入推奨機器指定要綱」の指定基準を満たすもの。
※ 2、3、4 については更新のみ。ただし、既存設備比でエネルギー使用量の削減が
　見込まれるもの又は既存設備より後に発売されたものであること。
※ 3 については既設の照明設備全体の 交換を伴うこと。
※ 5 を更新する場合、既存設備より後に発売されたものであること。

③
④

⑤

⑥
国の実施するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業において、補
助対象機器として登録されていて、太陽光発電設備と連携するもの。
※更新する場合、既存設備より後に発売されたものであること。

　申 請 受 付：設備等を設置する約 3 週間前まで（事前申請）。詳細は「荒川区ホームページ」をご覧ください。

◉ ISO14001 やエコアクション 21 等の環境マネジメントシステム認証を取得している
補助対象者については、補助率及び補助限度額が上乗せされます。

　補 助 額：対象経費の 2/3・限度額 200 万円
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中小企業デジタル化支援 産業活性化係
区内中小企業者を対象に、業務のデジタル化をテーマとするセミナーを開催するとともに、アドバイ
ザーの派遣による伴走型支援を実施し、デジタル化の検討や導入への地ならしを支援します。
　参　加　費：無料
　派 遣 回 数：１社あたり最大６回
　募 集 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

中小企業融資制度 融　資　係
区内中小企業者が、取扱金融機関から必要な事業資金を低利で受けられるよう、融資をあっせんする
制度です。
事業者負担金利：0.3% 〜 1.4%
信用保証料補助：全額または 1/2
詳細は「荒川区ホームページ」または「荒川区中小企業融資制度のご案内」をご覧ください。

産業財産権・ＩＳＯ認証を取得したい

「経営革新計画」取得に係る承認計画を対象とした産業財産権の場合、
補助率及び補助限度額が上乗せされます。
　補 助 額：対象経費の 2/3・限度額 25 万円

産業財産権取得補助 経営支援係
産業財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）を取得する際に必要な経費の一部を補助します。
　補　助　額：対象経費の 1/2・限度額 15 万円
　利 用 回 数：１企業あたり年度内１回まで（特許庁への申請後 1 月以内までに申請。出願前でも申請可能）

◉ 特許庁に対する出願等の費用のほか、弁理士費用も対象となります。

ＩＳＯ認証等取得補助 経営支援係
ＩＳＯ認証取得（9000,14000,27000 の各シリーズ及び 22301,50001）、エコアクション
21 認証取得、エコステージ認証取得、プライバシーマーク付与登録を行う際に必要な経費の一部を
補助します。

◉審査機関による審査経費のほか、コンサルタント委託経費も対象となります。
◉認証取得まで最⻑２か年度に亘って補助金の交付を受けることができます。

経営基盤を強化したい

【支援の流れ】

セミナー 簡易診断
（1 回）

伴走支援
（5 回以内）▶ ▶

各種認証等 補助額 限度額
ISO

対象経費の 1/4

50 万円
エコアクション 21

30 万円エコステージ
プライバシーマーク

① ② ③
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新製品・新技術を開発したい

新製品・新技術開発補助 経営支援係

実用化の見込みがある新製品・新技術の研究開発における「試作品」の製作経費の一部を補助します。

　補　助　額：対象経費の１/ ２・限度額２００万円
　申 請 期 間：令和 6 年４月１日から９月３０日まで

「経営革新計画」の承認を取得した新製品の場合、補助率及び補助限度額が上乗せされます。
　補 助 額：対象経費の２/ ３・限度額３００万円

産学連携研究開発補助 産業活性化係

大学や研究機関等との連携により新製品・新技術を開発する際の経費の一部を補助します。

　補　助　額：対象経費の 2/3・限度額３００万円

◉大学や研究機関等との共同研究または委託研究の実施に際して、大学や研究機関等へ支出した
　研究費または委託費を対象経費とします。

試験研究機関活用補助 産業活性化係

新製品・新技術を開発するために試験研究機関を利用した際の経費の一部を補助します。

　補　助　額：対象経費の 1/2・限度額５万円
　利 用 回 数：制限無し（ただし、限度額に達するまで）
　申 請 受 付：随時（事前申請　※公設試験研究機関の場合のみ事後申請が可能）

◉機器利用、依頼試験、校正証明書等発行、及びこれらに付随する技術指導及び手数料等の間接費
　用が対象経費となります。

ＳＤＧｓ活用経営推進補助 経営支援係

ＳＤＧｓの掲げる目標の達成に資する新製品等を開発する際の経費の一部を補助します。

　補　助　額：対象経費の 2/3・限度額 250 万円
　申 請 期 間：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

産業財産権・ＩＳＯ認証を取得したい

経営基盤を強化したい
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新製品・新技術を開発したい

企業課題相談支援 産業活性化係

○「山形大学工学部」及び「東京都立産業技術高等専門学校」から技術指導等を受けることができます。

　利　用　料：無料
　利 用 回 数：上記機関に対してそれぞれ年度内１０回まで

○「東京都立大学」、「東京都立産業技術大学院大学」、「東京電機大学」及び「東洋大学」等から技術
　指導等を受ける際に支払う経費の一部を補助します。

　補　助　額：対象経費の 10/10
　補助限度額：２０万円

◉企業の現場での技術指導のほか、大学や高専での相談や機器を利用することができます。
◉希望に応じて産学連携推進員等の専門員が同行して一緒に課題解決に取り組みます。

新製品・新技術大賞 経営支援係

区内企業が開発する優れた新製品・新技術を表彰及び賞金を授与するとともに、受賞製品（技術）
を対象とした販路拡大等に向けた各種サポートを行います。

　公 募 時 期：令和６月８月〜９月頃
　表 彰 予 定：大賞含め７社程度

「受賞企業に対する主な支援」
　①受賞企業パンフレットの作成及び展示会用パネルの作成
　②受賞製品・技術の荒川区ホームページ掲載
　③区の実施する補助制度における補助限度額・補助回数等の優遇措置



販路を開拓したい

見本市等出展補助 経営支援係

販路開拓のために国内外で行われる見本市・展示会等への出展に係る経費の一部を補助します。

　補　助　額：対象経費の 1/2・限度額 20 万円（国内）　30 万円（海外）
（ただし平成 25 年度以降に初めて利用する際は限度額が 30 万円となります。
詳細はお問合せください。）

　利 用 回 数：国内・海外の展示会、年度内各１回まで

経営革新計画の承認取得企業の場合、計画期間中の出展は補助率及び補助限度額が上乗せ
されます。
補　助　額：対象経費の 2/3・限度額 45 万円

中小企業“魅力発信”ＰＲ動画制作補助 産業活性化係

製品や技術力など自社の強みをインターネットでＰＲするための動画を制作する場合の経費の一部を補助
します。

　補　助　額：対象経費の 1/2・限度額 10 万円
　利 用 回 数：１企業あたり年度内１回まで
　申 請 受 付：随時（事前申請）

経営革新計画取得企業や荒川区のビジネスプランコンテスト受賞企業、新製品・新技術大
賞受賞企業は利用回数に加算があります。

◉ 専門事業者へ制作を委託する場合に限り対象とし、自社で制作する場合は対象外です。

区内の中小企業の情報化の促進と販路拡大を支援するため、ホームページを新規開設する場合の経費
の一部を補助します。

　補  助  額：対象経費の１/ ２・限度額 20 万円
　利 用 回 数：１企業あたり年度内１回まで
　申 請 受 付：随時（事前申請）

販路開拓セミナー 経営支援係

販路開拓のノウハウを習得できるセミナーを開催します。

　参　加　費：無料　
　開 催 時 期：詳細は「あらかわ区報」及び「荒川区ホームページ」等でお知らせします。

12

新製品・新技術を開発したい

ホームページ作成補助 産業活性化係

◉ 専門事業者へ制作を委託する場合に限り対象とし、自社で制作する場合は対象外です。
◉ パソコン用ページに加えスマートフォンにも対応していることが条件です。
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相談したい

企業相談員 経営支援係

経営全般についての相談にお応えします。また、区内企業の受発注情報などについて検索することの
できる「あらかわ産業ＮＥＴ」を活用した情報提供や受発注のあっせん等も行っています。

例えば……こんな相談にお応えしています！
　①受　発　注：外注したい工程があるが、受けてくれる企業が見つからない
　②ＩＣＴ化関連：自社のＨＰを作りたいが、どうしたらよいかわからない
　③経 営 相 談 ：自社の経営状況について相談したい
　④産業財産権：特許を取得したいが、どこに相談したら良いか分からない

産学連携推進員（ＭＡＣＣコーディネータ） 産業活性化係

新事業創出や新製品開発、産学連携等についての相談にお応えします。必要に応じて関係支援機関等
と協力して問題解決を目指します。

例えば……こんな相談にお応えしています！
　①新事業創出：これまでとは異なった分野で事業を展開したい
　②新製品開発：新製品を開発する過程で技術的な課題がある
　③産 学 連 携 ：大学等の研究機関を活用した製品開発をしたい

高度特定分野専門家派遣 産業活性化係

企業相談員・産学連携推進員・創業支援相談員等への相談より、一歩踏み込んだ専門的な課題に関して、
区に登録した高度な知識・経験を有した専門家を派遣します。企業相談員・MACC コーディネータ・
職員が必要に応じ同行して派遣後のフォローも行います。
　利　用　料：無料
　利 用 回 数：原則、年度内１０回まで
　相談可能ジャンル：事業計画の策定、営業力強化、法務、税務、人事・労務、IT 関連、生産管理・
　　　　　　　　　　生産技術、知財戦略、デザイン、省エネルギー　等

税務・金融に関する相談 融　資　係

経験豊富な税理士が、税務等に関する様々なご相談にお応えします。
例えば……既に事業をはじめられている方には
　①記帳事務及び決算事務について
　②財務諸表の見方について
　③税務申告について

　利　用　料：無料
　相 談 日 時：毎週火曜（午後１時から４時まで）
　相 談 場 所：ゆいの森あらかわ 4 階ビジネス支援コーナー
　予 約 方 法：ゆいの森あらかわホームページまたは電話（03-3891-4349）にてお申込みください。



にぎわいコーディネータ・Ｌ
ラ ン プ
ＡＮＰコーディネータ 商業振興係

経験豊富な中小企業診断士が商店街や個店、にぎわい創出に取り組む団体からのご相談にお応えします。
また、個店同士の連携や個店間のネットワーク構築に取り組みます。
あらかじめご予約の上、ご相談ください。

例えば……こんな相談にお応えします。
　①イベント支援：にぎわい創出イベントの開催を支援してほしい。
　②支援策の活用：荒川区のどんな補助金を活用できるか教えてほしい。
　③個店連携支援：荒川区内のお店や事業者と連携したい。

事業承継訪問相談 経営支援係

事業承継の知識に長けた専門家が事業の承継・終了に関するさまざまな相談にお応えします。
お気軽にご相談ください。

例えば……事業承継のこんな相談にお応えします。
　①事業承継について何から始めたらよいか分からない。
　②事業承継の計画の作り方や進め方が分からない。
　③後継者の育成や引き継ぎをどうすればよいか分からない。社内に後継者がいない。
　④事業を引き継ぐべきか、終了するべきか、悩んでいる。

エコ助成金交付制度 環　境　課

事業所向け省エネ診断に基づいて導入する省エネ設備の設置費用の一部を助成します。
　助　成　額：設置に要した費用の 1/2・限度額 30 万円（区内業者施工の場合 35 万円）
　申 請 期 間：令和 6 年 4 月 1 日から 7 年 2 月 14 日まで

※助成金交付申請書を、設備設置施工前にご提出いただく必要があります。
　詳しくは荒川区公式ホームページ「令和 6 年度エコ助成金交付制度」をご確認ください。
※助成対象となる設備等に対し、区から他の助成金を受けている場合は申請できません。

省エネに取り組みたい

◉申請前に「事業所向け省エネ診断」を受けていただくことが必要です。
　（＊）事業所向け省エネ診断とは・・・
　技術専門員が直接お伺いし、エネルギーの使用状況を診断し、光熱水費削減のための省エネに
　関する提案や技術的な助言を行います。
　申 込 方 法：クール・ネット東京公式ホームページ「中小規模事業所の省エネ診断」（無料）又

は一般財団法人省エネルギーセンターホームページ「省エネ最適化診断」（有料）
にアクセスし、申込みをしてください。
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　利　用　料：無料（事前予約制）
　相 談 回 数：年度内３回（１回あたり最大２時間）まで
　　　　　　 　ご相談後、専門機関等への引継ぎを行うこともできます
　相 談 場所：区施設や相談者のご自宅等、ご希望の場所でご相談できます

◉ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、セミナー等はオンラインや動画配信で実施する場合
　 があります。
◉ パンフレットに記載されている支援以外のメニューもありますので、最新情報は区報やホーム
　 ページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

相談したい



産業経済部経営支援課
〒116-8501　荒川区荒川2–2–3
経営相談・経営革新に関すること　：経営支援係　　　TEL：03-3802-4808
起業・産学連携に関すること　　　：産業活性化係　　TEL：03-3802-4683
融資あっせんに関すること　　　　：融資係　　　　　TEL：03-3802-4684

産業経済部産業振興課
商店街・商業支援に関すること　　：商業振興係　　　TEL：03-3802-4674

産業経済部就労支援課
〒116-0002　荒川区荒川7–50–9　センターまちや３階
人材確保・雇用に関すること　　　：就労支援課　　　TEL：03-3800-8710

環境清掃部環境課
〒116-0002　荒川区荒川1–53–20　あらかわエコセンター
エコ助成金交付制度に関すること　：環境推進係　　　TEL：03-3802-4693

アクセスマップ
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お問合せ先


